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殆 ど存在 しない (Couloneta1,2004)ことと軌を一にしている｡ もっとも国民教育省において

は､次項に述べるように重ねて教員制度の改革について検討 してきたが､本格的に改革が取 り組

まれたのは大学自由 ･責任法 (LRU)以降のことである｡ それにもかかわらず､教授法につい

てはその後の議論で殆ど取 り上げられず､例えば LRU を受けて教員制度改革を検討 した国民教

育省宛調査報告書である Schwartz(2008)は､各大学に教授法教育センター (servicede

formationalap6dagogie)を設置することを提言するに止まっている｡

4.大学教授職に関する議論の動向

4-1.改革に向けた議論の展開

大学教員に関する制度については､その職務内容や採用､評価など多岐に渡って､これまでに

様々な課題が指摘されてきた｡例えば､教員の採用に関して､学問領域毎に教員の選考過程を詳

細に分析 した Musselin (2005)は学内候補者の選考に際しては学術的業績 ･能力以外の要素が

多分に考慮されることを指摘 し､Lazar(2001)は学術的要素以外の事項が不当にかつ窓意的に

判断材料 として用い られ ることの不当性 を糾弾 した｡ 他方､全国の採用状況 を調査 した

Godechot& Louvet(2008)は､学内候補は学外候補 と比較 して平均で18倍高い確率で採用さ

れてお り､しかもその傾向は近年強まっていることを報告した｡Godechot&Louvetはこうし

た慣行を ｢地域主義 (localisme)｣ と称 して､長期的には機関の教育研究水準の低下につながる

可能性に言及 しつつ､流動性を高めるべきことを指摘 した｡この ｢地域主義｣の問題は多くの大

学関係者が指摘 しており､大学自律性拡大の検討の中で､教員の昇進審査にかかる CNU と大学

(執行部)の権限配分をどのように決定するかは､今 日に至るまで重要な論点の一つとなってい

る (Beaud,2009)｡

国民教育省においても､大学教員にかかる制度は長い間議論の対象 とされてきた｡1994年に

同省に提出された報告書 (クネ報告)は､大学評議会 (CNU)による教員資格審査を廃止 して､

大学の採用にかかる権限の大幅拡大を提言した (B6nichou,impr6cise)｡ その理由として､資格

を得る者は教員募集数を大幅に上回ってお り教員採用の実態に合わないこと､CNU の資格審査

は個々の教員職の特性を反映しないこと､資格は大学勤務者 (主として ATER)に優先 して与

えられて大学外 (研究機関や産業界)の者や博士号取得間もない者が不利に置かれていること､

大学教員 としての基礎的資格は博士号や研究指導資格で十分であることなどを挙げている｡

2001年の大学教員の職務に関する報告書 (ェスペレ報告 (Esp6retetal,2001))は､大学教

員の職責を法令で詳細に一律に決めることは硬直的過ぎ､明確な規定がない教育 ･研究外の業務

の軽視の一因になっているなどとして､勤務時間一特に教育に従事する時間-を個々の教員毎に
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柔軟に定めることを認めるよう求めた｡そしてエスペ レ報告は､各大学が教員毎に個別契約

(contratindividuel)を締結して､現場の必要に応 じて職責を定めることを提言した｡また､

職業教育に不可欠とされる実習が低く位置付けられていることを批判しつつ､演習と実習にかか

る必要勤務時間 (講義相当)の区分を後者を前者に合わせる形で撤廃することを提言した｡

教員-研究員の地位を定めた政令第84-431号の改正にかかる2003年のベロック報告 (Belloc,

2003)は､大学教員の職務を国の法令で詳細に定めるのは世界でフランスがほぼ唯一の国であ

るとしつつ､現在の政令の規定は教員-研究員に求められる職務の多様性に対応しておらず､そ

の結果教育 ･研究以外の職務が十分に評価されていないと指摘した｡ベロック報告は､教員-研

究員の業務をE]教育 (教室内 ･遠隔あるいは初期 ･継続の区分をしない)､E]研究 (博士論文執筆

指導を含む)､E]管理運営業務 (activit6sd'animationetderesponsabilit6collective)(教育チ

ームの統括､学生受入れ担当､研究活用､国際的な教育課程にかかる交渉等)の三つに区分し､

E]については業務の一覧を作成した上で､各種業務毎に従事時間を算出するための換算表を整備

することを提言した｡また､ベロック報告は､教員の多くが研究について殆ど評価を受ける機会

がないとしつつ､全ての教員の研究業績について厳格な評価を実施 し､教員-研究員を､優

(niveausup6rieur)～現在のフランス大学研究院 (InstitutuniversitairedeFrance:IUF)19

水準相当､良 (niveauintensif)～博士課程 ･研究指導奨励金 (primed'encadrementdoctoral

etderecherche:PEDR)20受給水準相当､可 (niveaustandard)～必要とされる最低の水準､

以上の3段階に格付けすることを提言した｡

高等教育改革全般について取 り扱った2007年のシャパル等による報告書 (Chabbaleta1,

2007)は､教員募集についての学長の権限拡大を提言している｡ シャパル等は､選考委員会の

委員の任命､推薦順位の変更､選考された者の拒絶にかかる権限を学長に付与することを提案し

た｡ 国民教育省 の一連 の報告書 は､主 として大学長会議 (Conf6rencedesPr6sidents

d'Universit6:CPU)に代表される大学執行部の意向を反映して､一貫して大学の権限拡大を求

めてきている｡ これに対して､大学評議会 (CNU)及び専門家委員会の構成員を始めとする教

員の多くが反対してきたところである｡

このように大学教員について議論が展開される中､関連する制度は重ねて改革が図られており､

19大学における高度研究の支援及び優れた若手研究者育成を目的として1991年に設置された教育省の機関｡5年間の任期で選考

された大学教員で構成され､当該教員は所属大学で教育研究に従事するが､その間研究費が支給されるとともに教育に関する

負担が軽減される｡

20教員-研究員を対象 として､申請に基づき CNUの審査を経て､特定の研究指導業務等に対応 して支給される手当である

(期間4年)｡2009年､学術的卓越奨励金 (primed'excellencescientifique:PES)に置き換えられた｡

柔軟に定めることを認めるよう求めた｡そ してエスペ レ報告は､各大学が教員庵に個別契約

(contratlndlVlduel)を締結 して､現場の必要に応 じて職群を定めることを挺毒 した｡また､

職業教育に不可欠とされる実習が低く位置付けられていることを牝やlLつつ､演習と実習にかか

る必撃勤務時間 (講義相当)の区分を後者を前者に合わせる形で撤廃することを提言 した.

教D-研究員の地位を定めた政令弗84-431号の改正にかかる2003年の-ロック報告 (Belloc,

2003)は､大学教員の職務を国の法令で詳細に定めるのはLLr界でフランスがほぼ唯一の国であ

るとしつつ､現在の政令の規定は教員-研究flに求められる職務の多様性に対応 しておらず､そ

の結氷教育 ･研究以外の職務が十分に評価されていないと指摘 した｡-ロック報告は､教51-柿

究員の業務を周教育 (教室内 ･遠隔あるいは初仰 ･継続の区分をしない)､E)研究 (博士官論文軌範

指導を含む)､Ea管理遜′岩業務 (actlVlt6sd'anlmatlOnetderesponsablllt占collect)ve)(教育チ

ームの統括､学生受入れ担当､研究活用､国際的な教育裸程にかかる交渉等)の三つに区分し､

田については業務の一覧を作成 した上で､各廠業務伝に従姉時間を界出するための換算表を整備

することを提言 した.また､-ロック報告は､教flの多くが研究について殆ど評価を受ける機会

がないとしつつ､全ての教員の研究業績について厳格な評価を実施 し､教員-研究員を､優

(nlVeauSup6rleur)～現在のフランス大学研究院 (InstltutunlVerSltaLredeFranceIUF))9

水難相当､良 (nlVeaulntenSlf)～博士視程 ･研究指導奨励金 (prlmed'encadrementdoctoral

etderecherchePEDR)20受給水準相当､可 (nlVeauStandard)～必要とされる瓜低の水準､

以J:の3段階に格付けすることを槌言 した｡

古.'i琴教育改革全般について放 り扱った2007年のシャ/くル等による報告恕 (Chabbaletal,

2007)は､教員多芋炎についての学長の権限拡大を提言 しているQシャパル等は､選考委員会の

委員の任命､推乃順位の変父､選考された者の拒絶にかかる権限を学長に付与することを提案し

たO 国民教育省の-連 の報L.]t耳埠は､主 と して大学長会駄 (Conf&encedesPrt…sldents

d'UnlVerSlt6 CPU)に代袈される大学執行部の意向を反映して､一斑して大学の権限拡大を求

めてきている｡これに対 して､大学評議会 (CNU)及び呼門家委員会の構成ilを始めとする教

員の多くが反対してきたところである.

このように大学教員について冨那論が展閲される中､関連する制度は重ねて改革が図られており

19大'+におけるl'nlJ度研究の支援及び煉れた若手研究iElrF収を口的として)991年にbt催された救世省の槻阻｡5年rulの任W)で適考

された大'+教員で捕成され 当該教員は所属大半で救世研究に従市するが その間研究狩がj(拾されるとともに教軌 こ関する

負担が鴨滅される｡

20教且-研究員を対毅として､E71掛 こ爪づき CNUの脊裾を姉て 特定の研究桁噂実損等に対応 して女給される手当である

(洲 uJ叫こ)｡ 2009iド､学術的･技越奨励金 (pnmcdcxccllCTICCSC■CTltlf.qucPr7S)に性き換えられた｡

柔軟に定めることを認めるよう求めた｡そ してエスペ レ報告は､各大学が教員伝に個別契約

(contratlndlVlduel)を締結 して､現場の必要に応 じて職ifを定めることを提言 した｡また.

職英教育に不可欠とされる実習が低く位fZt付けられていることを批判しつつ､演習と実習にかか

る必嬰勤務時間 (吉汚義相当)の区分を後者を前者に合わせる形で撤廃することを挺召 した｡

教員-研究員の地位を定めた政令約84-431号の改正にかかる2003年の-ロック報告 (Belloc,

2003)は､大学教員の職務を国の法令で詳細に定めるのはtLr界でプラ/スがほぼ唯一の国であ

るとしつつ､現在の政令の規定は教員-研究flに求められる職務の多様性に対応 しておらず､そ

の結米教育 ･研究以外の暇務が十分に評価されていないと指摘 した｡ベロック報告は､教員-研

究員の業務を昏教育 (教室内 ･遠隔あるいは初期 ･継続の区分をしない)､田研究 (博士雷論文軌範

指導を含む)､Ea管理運営業務 (actlVlt6sd'anlmatlOnetderesponsabtllt6collectlVe)(教育チ

ームの統括､学生受入れ担当､研究活用､国際的な教育裸程にかかる交渉等)の三つに区分し､

E3については業務の-雪3-を作成 した上で､各廠業務梅に従王附噂間を罪出するための換罪表を整備

することを提言 した｡また､-ロック報告は､教Laの多くが研究について殆ど評IERiを受ける機会

がないとしつつ､全ての教flの研究英続について厳格な評価を実施 し､教員-研究fiを､優

(n)veausup6rleur)～現在のフランス大学研究院 (lnstltutunlVerSltaLredeFranceIUF))9

水準相当､良 (nlveaulntenslf)～博士裸程 ･研究指導奨励金 (prlmed'encadrementdoctoral

etderecherchePEDR)20受給水準相当､可 (nlVeauStandard)～必要とされる般低の水準.

以上の3段階に格付けすることを提言した｡

古.'i等教育改革全般について取 り扱った2007年のシャパル等による報告む (Chabbaleta1,

2007)は､教員多7-娘についての学長の権限拡大を捉言 している.シャパル等は.選考委員会の

香flの任命､椎乃順位の変父､選考された者の拒絶にかかる権限を学長に付与することを提案し

たQ 国民教笥省の一連 の報EL]t耳!‡は､主 と して大学長会談 (ConfgrencedesPr6sldents

d'Umverslt6 CPU)に代来される大学執行部の意向を反映 して､-rIして大学の権限拡大を求

めてきている｡これに対 して､大学評紙会 (CNU)及び専門家委員会の構成Dを始めとする教

員の多くが反対してきたところであるO

このように大学教Bについて談論が展開される中､Fil迎する制度は韮ねて改革が図られており､

19大半におけるI',.･1度研究の支援及び鮭れた若手研兜iFやばをEl的として1991年Lに取催された載官省の機関.5年r臼】の任期で連呼

された大/+教員で捕成され.当該教員は所属大半で劫台研究に従市するが その間研究野がjL許されるとともに教官に関する

負担が僻滅される｡

20政見-研究且を対象として､叩才削こ).I;づきCNUの脊裾を細で､特定の研究桁蒋実損等に対応して31蘇される手当である

(州rul4年).2009牛､学術的中越1R励企(pT'mCdcxceHcTICCSC■Cllt'nquCPE～)に惟き換えられた｡

柔軟に定めることを認めるよう求めた｡そ してエスペ レ報告は､各大学が教員伝に個別契約

(contratlndlVlduel)を締結して､現場の必要に応 じて職出を定めることを挺毒 した｡また､

職業教育に不可欠とされる実習が低く位fZt付けられていることを批判しつつ､演習と実習にかか

る必要勤務時間 (講義相当)の区分を後者を前者に合わせる形で撤廃することを提言 した｡

教員-研究fiの地位を定めた政令策84-431号の改正にかかる2003年の-ロック報告 (Belloc,

2003)は､大学教員の職務を国の法令で詳細に定めるのはtLr界でプラ/スがほぼ唯一の国であ

るとしつつ､現在の政令の規定は教員-研究flに求められる職務の多様性に対応 しておらず､そ

の結氷教育 ･研究以外の暇務が十分に評仙されていないと指摘 した｡ベロック報告は､教員-研

究員の業務を田教育 (教室内 ･遠隔あるいは初期 ･継続の区分をしない)､田研究 (博士雷論文軌範

指導を含む)､Ea管理運営業務 (actlVlt6sd'anlmatlOnetderesponsabLllt6collectlVe)(教育チ

ームの統括､学生受入れ担当､研究活用､国際的な教育裸程にかかる交渉等)の三つに区分し､

E3については業務の-雪王を作成 した上で､各廠業務梅に従恥時間を井出するための換罪表を整備

することを提言 した｡また､-ロック報告は､教員の多くが研究について殆ど評価を受ける機会

がないとしつつ､全ての教flの研究共析について厳格な評価を実施 し､教員-研究fiを､優

(n)veausup6rleur)～現在のフランス大学GJF究院 (lnstltutunlVerSltalredeFranceIUF))9

水準相当､良 (nlveaulntenSlf)～博士課程 ･研究指導奨励金 (prlmed'encadrementdoctoral

etderecherchePEDR)20受給水準相当､可 (nlVeauStandard)～必要とされる般低の水準.

以上の3段階に格付けすることを擬音した｡

古.'i等教育改革全般について取 り扱った2007年のシャパル等による報告郎 (Chabbaleta1,

2007)は､教員多芸蝕についての学長の権限拡大を挺言 しているoシャパル等は､選考委il会の

香flの任命､椎乃順位の変父､選考された者の拒絶にかかる権限を学長に付与することを提案し

た｡ 国民教笥省の一連 の報L｡t亨!吉は､主 と して大学長会談 (Con鎚rencedesPr由ldents

d'Umverslt6 CPU)に代表される大学執行部の意向を反映 して､-rfして大学の権限拡大を求

めてきている｡これに対 して､大学評議会 (CNU)及び専門家委員会の構成Dを始めとする教

員の多くが反対してきたところである｡

このように大学教Bについて放冷が展開される中､関連する制度は韮ねて改革が図られており､

19大半におけるl',.-J度研究の31頓及び康れた丑手研兜iFlrばをEl的として1991年Lに牧催された載官省の経机 5年r臼】の任期で迦考

された大/+教員で捕成され 当該教員は所属大半で劫台研究に従1拝するが その間研究野がjL給されるとともに教官に蜘する

負担が峠滅される｡

20教且-研究且を対穀として､fFlF刑こ).tづきCNUの帯裾を細で､特定の研究桁輔実損等に対応してjE蘇される手当である

(mrul4咋).2009牛､学術的林地1R励企(pnmcdcxccHcTICC SC■Cllt'nquCPES)に惟き換えられた｡
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漸次ではあるものの､大学の自律性拡大に伴って教員を含む人事に関する大学の権限拡大が図れ

てきた (Chevaillier,2001)｡ しかしながら､教員制度の基本的枠組は長きにわたって維持 され､

根本的な改革が図られたのは現政権であるサルコジ大統領/フイヨン内閣の下のことであった｡

4-2.サルコジ-フイヨン政権下の改革 (2007年以降)

2007年の大統領選挙に勝利 したニコラ ･サルコジは､選挙の際の公約に大学改革を挙げてい

た｡同大統領の下で同年5月に発足したフイヨン内閣は､長年の政府懸案であった大学自由 ･責

任法 (LRU)を､発足早々の8月に成立させた21｡ LRU は2009年から適用され､2011年までに

73大学 (全体の9割)が新制度に移行 した22｡ LRU がもたらした改革は､例えば学長の権限拡大､

管理運営評議会の権限拡大と委員数削減による意思決定の迅速化など､主として大学の管理 ･運

営にかかるものである｡それに加えて同法は､大学教員制度についても重要な改革を盛 り込んで

いた｡

大学 自由 ･責任法 (LRU)を受けて国民教育省は､大学教員やその他の専門家で構成 される

委員会 (Commissionder6flexionsurl'avenirdespersonnelsdel'enseignementsup6rieur)

を設けて､教員-研究員にかかる政令第84-431号の全面改正の検討を始めた｡同委員会は､

2008年6月､国民教育大臣に報告書 (Schwartzetal,2008)を提出し､それに基づいて国民教

育省は改正案を同年秋に公表 した｡政令案の要点は､一つには教員の採用 ･昇進における大学と

大学評議会 (CNU)の権限配分及び学内選考の在 り方の見直 しであり､もう一つには､教員の

職責を大学が設定できるようにすること､そしてそれに伴 う継続的な教員評価の導入であった｡

こうした機関の権限を拡大することを主内容 とする政令案に対 して､大学界の各方面から批判

が相次いだ｡教員組合はもちろん､｢大学を救お う (Sauvonslarecherche!)｣23や ｢フランスの

学術的質 (Qualit6delaSciencefranGaise;QSF)｣等の既存の団体による抗議に加えて､｢大学

を護るための集団 (Collectifpourlad6fensedel'Universit6)｣の結成 と反対声明の採択24､

ル ･モン ド紙上での反対請願の募集25など様々な全国的運動が新たに起こった｡また､改革案の

21その制定の経緯や内容については大場 (2010)参照｡

22この間の大学の統合により総大学数は85から83に減少した｡

23政府による研究推進制度改革に反対する研究者によって2003年に始められた運動とその後に結成された団体 (association)｡

その活動は研究政策や2006年の研究計画法に一部反映され､今 日まで引き続いて行われている｡ 岡山 (2008)及び西山

(2005)参照｡

24http://www.guglielmi.fr/spip.php?breve275(平成22年1月11日)

25くくUniversit6:pasdenormalisationparlebas),LeMondedu6janvier2009.

漸次ではあるものの､大学の日経性拡大に伴って教員を含む人恥 こ関する大字の権限拡大が図れ

てきた (Chevallller,2001)｡ しかしながら､教員制度の基本的枠組は長さにわたって維持され

根本的な改革が図られたのは現政権であるサルコジ大統領/フイヨン内閣の下のことであった.

4-2 サルコジ-フイヨン政権下の改革 (2007年以降)

2007年の大統領選挙に勝利 したニコラ ･サルコジは､選挙の際の公約に大学改革を挙げてい

た.同大統館Lの下で同年5月に発足したフイヨン内朕Jは､長年の政府幾重案であった大学自由 ･群

任法 (LRU)を､発足早々の8月に成立させた21｡LRU は2009年から適用され､2011年までに

73大学 (全体の9割)が新制度に移行 した22｡LRU がもたらした改革は､例えば学長の権I;戊拡大

管理運営評言握会の権限拡大と委員数削減による芯思決定の迅速化など､主として大学の管理 ･遊

間にかかるものであるOそれに加えて同法は､大学数Ll制度についても重要な改革を盛 り込んで

いたO

大学自由 ･㌍仕法 (LRU)を受けて国民教育省は､大学教fiやその他の王馴】El家で構成される

委員会 (CommlSSIOnder6nexlOnSurl'avenlrdespersonnelsdel'enselgnementSup6rleur)

を設けて､教員-研究員にかかる政令第84･431号の全面改正の検討を始めた｡同委il会は､

2008年6月､国民教笥大臣に報告‡i‡(Schwart21etal,2008)を提出し､それに韮づいて国民教

育省は改正案を同年秋に公来 したO政令秦の要点は､一つには教Llの採用 ･昇進における大学と

大学評誠会 (CNU)の権限配分及び学内選考の在 り方の見直 しであり､もう一つには､教flの

職fiを大学が設定できるようにすること､そしてそれに伴 う継続的な教員評価の導入であったo

こうした機関の権限を拡大することを主内容とする政令秦に対 して､大学外の各方面から批判

が相次いだ｡教員組合はもちろん､｢大学を救おう (Sauvonslarecherchel)｣23や ｢フランスの

学術的質 (Quallt6delaSclenCefrancalSe,QSF)｣等の既存のEFI奉による抗議に加えて､｢大学

を簡るための炎団 (Collectlfpourladefensedel'UnLVerSlt6)｣の結成と反対声明の採択24､

ル ･モン ド紙上での反対昏F'i願の前兆25など様々な全国的運動が新たに起こった｡また､改革案の

21その制定の粁綿やh省については大尉 (2010)革靴

22このrnlの大+の統合により総大+教は85から83に減少した｡

23皮付による研究推進制度改L糾こ反対する研究者によって2003iI-1こ始められた迷勤とその後にも乍成された団体 (aSSOClatlDn)｡

その砧軌 ま研究攻辞や2006iI-の研究計両社･に一部反映され,今 Ljまで引き続いて行われている｡岡Lh(2008)及びか【ll

(2005)参軌

2Jhttp/Iwwwgtlgl】eLTmrr/sE)1E)phpりbreve275(平成22iFll=1Lj)

25《UnLVerSLtephsdcnormaJlsntlonparLebaS沖IJCMonded､)6JaTtVler2009

漸次ではあるものの､大学の自神性拡大に伴って教員を含む人執 こ関する大学の権限拡大が図れ

てきた (Cheval111er,2001)｡ しかしながら､教fl制度の基本的枠組は長きにわたって維持され､

根本的な改革が図られたのは現政権であるサルコジ大統領/フイヨン内F答)の下のことであった｡

4-2 サルコジ-ブイヨン政権下の改革 (2007年以降)

2007年の大統領選挙に勝利 したニコラ ･サルコジは､選挙の際の公約に大学改革を挙げてい

た｡同大統餌Lの下で同年5月に発足したフイヨン内耶Jは､長年の政府雅轟案であった大学自由 ･fl

任法 (LRU)を､発足早々の8月に成立させた21｡LRU は2009年から適用され､2011年までに

73大学 (全体の9宙J)が新制度に移行 した22｡LRU がもたらした改革は､例えば学長の権I;戊拡大､

管理遜′呂評議会の権限拡大と委員数戸川減による芯思決定の迅速化など,主として大学の管理 ･運

営にかかるものである｡それに加えて同法は､大学数Li制度についても重要な改革を依 り込んで

いた｡

大学自由 ･㌍仕法 (LRU)を受けて国民教育省は､大学教員やその他の矧 -El家で構成される

委員会 (CommlSSIOnder6nex】onsurl'avenlrdespersonnelsde】'enselgnementSup6rleur)

を設けて､教員-研究flにかかる政令第841431号の全面改正の検討を始めた｡同番fl会は､

2008年6月､国民教笥大臣に軸告lli‡(Schwartzetal,2008)をflE土ル ､それに基づいて国民教

育省は改正案を同年秋に公衆 した｡政令案の要点は､一つには教Llの採用 ･昇進における大学と

大学評言追会 (CNtJ)の権‡唄配分及び学内選考の在 りカの見直 しであり､もう一つには､教flの

脚Hを大学が設定できるようにすること､そしてそれに伴 う継続的な教員評価の導入であったo

こうした機悦の権限を拡大することを主内容とする政令案に対 して､大学卵の各方面から批判

が相次いだ｡教員組合はもちろん､｢大学を救おう (Sauvonslarechercher)｣23や ｢フランスの

学術的質 (Qualユt6delaSclenCefrancalSe,QSF)｣等の既存の団体による抗論に加えて､｢大学

を廻るための炎団 (CoHectlfpourladefensedel'UnlVerSlt6)｣の結成と反対声明の採択24.

/レ･モン ト紙上での反対5F'i願の弟苑25など様々な全国的運動が新たに起こった.また､改革案の

21その制定の粗相やh谷については大射 (2010)参照｡

22このrmの大/Jの統合により緒大7=数は85から83に減少した.

23攻H-1による研究推進制度改Lnこ反対する研究者によって2003iHこ始められた迷軌とその後に鮮成された団体 (LLSSOClatlDn)｡

(2005)参照｡

2Jhttp//wwwgtlgl】eLm】rr/sE)1Pphpりbreve275(平城22咋1Jr11El)

25-tUnLVeTSltepa忌dcnormaLIStLtl0--parLebLLS沖1.L･Mondedu6)anvler2009

漸次ではあるものの､大学の自神性拡大に伴って教flを含む人可引こ関する大学の権限拡大が図れ

てきた (Cheval111er,2001)｡ しかしながら.教fl制度の基本的枠組は長きにわたって維持され､

根本的な改革が図られたのは現政権であるサルコジ大統領/フイヨン内F#)の下のことであった｡

4-2 サルコジ-ブイヨン政権下の改革 (2007年以降)

た｡同大統餌Lの下で同年5月に発足したフイヨン内耶Jは､長年の政府雅轟案であった大学自Ftl･fl

任法 (LRU)杏.発足早々の8月に成立させた21｡LRU は2009年から適用され､2011年までに

73大学 (全体の9割)が新制度に移行 した22｡LRU がもたらした改革は､例えば学長の権I;戊拡大､

管理運′呂評談会の権限拡大と委員数削掛 こよる芯思決定の迅速化など,主として大学の管理 ･運

営にかかるものである｡それに加えて同法は､大学数Ll制度についても重要な改革を盛 り込んで

いた｡

大学自由 ･㌍仕法 (LRU)を受けて国民教育省は､大学教員やその他の王馴-El家で構成される

委員会 (CommlSSIOnder6nex】onsurl'aveI-1rdespersonnelsdel'enselgnementSup6rleur)

を設けて､教員-研究flにかかる政令第84･431号の全面改正の検討を始めた｡同委fl会は､

2008年6月､国民教笥大臣に軸告与i宇(Schwartzetal,2008)を提出し､それに基づいて国民教

育省は改正案を同年秋に公殺 した｡政令案の要点は､一つには教Dの採用 ･昇越における大学と

大学評言連会 (CNV)の権順配分及び学内選考の在 り力の見直 しであり､もう一つには､教Dの

脚fiを大学が設定できるようにすること､そしてそれに伴 う継続的な教員評価の導入であったo

こうした機関の権限を拡大することを主内容とする政令案に対 して､大学非の各方面から批判

が相次いだ｡教員組合はもちろん､｢大学を救おう (Sauvonslarechercher)｣23や ｢フランスの

学術的質 (Qualユt6delaSclenCefrancalSe,QSF)｣等の既存の団体による抗害削こ加えて､｢大学

を廻るための炎団 (CoHectlfpourladefensedel'UnlVerSlt6)｣の結成と反対声明の採択24.

/i,･モン ト紙上での反対昏F'll願の非鉄25など様々な全国的運動が新たに起こった.また､改革案の

21その制定の托綿やh谷については大射 (2010)参LK

22こQ)rRlの大学の統合により線大+軌j:85から83に減少した.

23攻H-1による研究推進制度改林に反対する研究者によって2003叫 こ始められた迷軌とその後に雛成されたEd体 (LLBSOClatlDn),

その朽秒‖ま研究攻辞や2006叫-の研究計所Itt･に一部反映され 今 日まで引き絞いて行われている｡岡山 (2008)及び掛目

(2005)参照｡

2Jhttp//wwwgtlgLleLmlrr/sE)1Pphpりbreve275(平成22年1nl川)

25-tunLVeTSltepa忌denormal】stLtlOnparLebLLS沖LL･Mondcdu6Janvler2009
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一部については､基本的には国民教育省の方針を支持 してきた大学長会議 (CPU)も反対意見

を表明した (後述)｡その結果､各地の大学で抗議集会が開催 されるとともに講義停止やス トラ

イキなどの行動も相次ぎ､それ らの動きに改革を教育軽視 と受け止めた学生団体も同調 した結果､

多くのキャンパスが閉鎖され､政令反対運動は全国的規模で広範に展開されることとなった｡

こうした反対運動の展開を前にして､政府は教員組合等 との交渉を進めつつ政令案を数次にわ

たって見直 し､漸 く2009年4月23日､政令第84-431号を改正する政令第2009-460号によって本

件は解決を見た｡既に教員採用 ･昇進についての改革は記述 しているので､以下､大学自由 ･責

任法及び政令第2009-460号から教員の職責及び教員評価について概要を記す｡

4-2-1.教員の職責

教員の職責 (obligationsdeservice)については､従前政令で細かく定められていたものが

(教員-研究員の場合､講義128時間相当)､法令に準拠 して管理運営評議会が定めることに改

められた (LRU 第19条の教育法典 L.954-1条関連)｡ 大学自由 ･責任法の関連規定を具体化 し

た政令改正案に対 して大学長会議 (CPU)は､2009年1月5日､大統領宛の公開書簡26において

教員の職責設定問題を取 り上げ､教員の職務内容の変化 (特に遠隔教育の発達に伴 う変化)に対

応 した職責の柔軟化は不可欠 としつつも､政令改正案の基本的構想一研究水準が低いとされる者

に教育を多く負担 させる-が不安を煽っているとして､当該改革案に否定的な考えを示 した｡

CPU は､かかる構想は教育活動を ｢制裁｣として教員に課すものであって､大学の最も重要な

活動である教育を軽視 してお り､また､学問領域間や教育課程間の相違を無視 して一律の基準で

研究水準を評価 して教員の教育負担を増減 し､更に研究で低 く評価された者から研究時間を奪 う

ことによってその水準を上げる可能性を失わせるものであると批判 した｡そして､それぞれの教

員が置かれた多様性に配慮 しつつ､大学と教員の間の個別の契約によって職責の柔軟化を図るよ

うにすることを政府に求めた｡他方､職員組合等は CPUの見解に同調 しつつも､それに加えて

職責の変更が大学執行部の窓意に基づいて行われることに強い懸念を示 した｡その結果､職責の

割合を変更する際には本人の同意が必要とされることが決められた｡

26LettreouverteauPresidentdelaRepubliqueくくChroniqued'unecriseannonceedanslesuniversites〉)｡この書簡で取り上げられた主

たる論点は､教員-研究員にかかる政令改正以外に､初等中等教員の養成 (養成課程の修士化)及び学位 (免状)のバチカン

との相互認証である｡

一部については､基本的には国民教育省の方針を支持 してきた大学長会議 (CPU)も反対ftiT兄

を表明 した (後述)｡その結果､各地の大学で抗誠錐会が開催 されるとともに≡推央停止やス トラ

イキなどの行動 t)相次ぎ､それ らの動きに改革を教育軽視 と受け止めた学生団体も同調 した結果､

多くのキャンパスが閉鎖され､政令反対運動は全国的規模で広範に展開されることとなった.

こうした反対遊動の展開を前にして､政柄=は致fl組合等 との交渉を進めつつ政令案を数次にわ

たって見直 し､漸 く2009年4月23日､政令第84･431号を改正する政令窮2009-460号によって本

件は解決を見た.既に教員採用 .昇進についての改革は記述 しているので,以下､大学自由 ･fI

任法及び政令第2009-460号から教員の職群及び教員評価について概要を記す｡

4-211 教員の職兼

敏貝の暇nt (obllgat10nSde servICe) については､従前政令で細かく定められていたものが

(教員-研究員の場合､富洋蕪128時rF'fJ相当)､法令に準拠 して管理運営評耽会が定めることに改

められた (LRU 第19灸の教育法il吐L 954-1条r張J述)｡大学自由 ITi任法の関連規定を具体化 し

た政令改正案に対 して大学長会議 (CPU)は､2009年1月5日､大純絹宛の公Ij柁‡簡26において

教員の職群設定問超を取 り上げ､敏Dの職務内容の変化 (特に遠隔教育の発達に伴 う変化)に対

応 した職TEの柔軟化は不可欠 としつつも､政令改正案の基本的構想一研究水神が低いとされる者

に教育を多く負担 させる-が不安を煽っているとして､当該改革案に否定的な考えを示 した｡

CPU は､かかる桃憩は教育活動を ｢制耗｣として教員に祝すものであって､大学の股も盃要な

活動である教育を軽視 してお り､また､学問領域間や教育課程間の相違を無視 して-綿の基鞭で

研究水準を評価 して教員の教育負担を増減 し､更に研究で低 く評価された者から研究時r日を奪 う

ことによってその水準を上げる可能性を失わせるものであると批判 した.そ して､それぞれの教

員が位かれた多様性に配慮 しつつ､大学と教員の間の個別の契約によって職ffの柔軟化を鼠るよ

うにすることを政府に求めたO他方､暇只組合等は CPUの見角引こ同調 しつつも､それに加えて

職群の変父が大学執行部の怒意に基づいて行われることに強い懸念を示 した.その結巣､職ffの

'RrJl合を変更する際には本人の同意が必姿とされることが決められたO

26Lct1'cOuVC'tCauPres■dcnldclaFt印Ilbl■qtJC''Chro11■quCdu■1ccnSCannOnCdcda■1日csun■vers■leS"｡この茶筒で取り上げられた ‡

たるLi点は､教員-研究員にかかる攻令改.LL=以外に 初等中等教Liの康成 (jil戎顎群のFS士化)及び亡f:位 (免状)のバチカン

との棉77担ま止である.

一部については､基本的には国民教育省の方針を支持 してきた大学長金鉱 (CPU)i)反対芯兄

を表明した (後述)｡その結果､各地の大学で抗誠教主会が開催されるとともに喜推穀停止やス トラ

イキなどの行動も相次ぎ､それらの動きに改革を教育軽視と受け止めた学生団体も同調 した結果､

多くのキャンパスが閉軌され､政令反射運動は全国的規模で広範に展r対されることとなった.

こうした反対運動の展開を前にして､政府は教員組合等との交渉を進めつつ政令案を数次にわ

たって見直 し､漸く2009年4月23日､政令第84･431号を改正する政令第2009-460号によって本

件は解決を見た｡既に教員採用 ･昇進についての改革は記述 しているので,以下,大草自由 ･nt

任法及び政令第2009-460号から教員の職i'1及び教員評価について概要を記す｡

4-2-1 教員の職箕

教員の暇ff(obllgatlOnSdeservice)については､従前政令で細かく定められていたものが

(教員-研究員の場合､首席轟128時間相当)､法令にflfe拠 して管理運営評銭金が定めることに改

められた (LRU 第19灸の教育法9kL 954-1粂関越)｡大草自由 ,i'1任法の関迎規定を具体化 し

た政令改正案に対 して大学長会談 (CPU)は､2009年1月5日､大紙筒宛の公F対‡if簡26において

教ilの職安設定問超を取り上げ､教Dの職務内容の変化 (年別こ遠隔教育の発達に伴 う変化)に対

応 した職TZの柔軟化は不可欠としつつも､政令改正案の基本的構想一研究水月紬ミ低いとされる者

に教育を多く負担させる-が不安を煽っているとして.当該改革案に否定的な考えを示 した.

CPUは､かかる構想は教育活動を ｢制裁｣として教flに祝すものであって､大学のLa1-も丑要な

活動である教育を軽視しており､また､学問領域間や教育課程間の相違を無視 して-綿の基鞭で

研究水畔を評価して教Llの教育負担を増減 し､更に研究で低く評価された者から研究特別を奪 う

ことによってその水準を上げる可能性を失わせるものであると批判 した｡そして､それぞれの教

員が位かれた多様性に配慮 しつつ､大学と教員の間の個別の契約によって職fZの柔軟化を回るよ

うにすることを政肘に求めた｡他方､職員組合等は CPUの見解に同調しつつも､それに加えて

職fiの変RTが大学執行部の窓意に甚づいて行われることに鞄い懸念を示 した｡その結果､職架の

'BI合を変更する際には本人の同意が必姿とされることが決められた｡

26lJCtl,COuVC,tCauPres■dcnldclARepubl■qu｡一くChro■11quCdunccr-Scanrto■1Cdcda'ISIcsL"-■､CFSlttSカ｡この事蘭で取り上げられた Ⅰ.

たる始点は､教員-研究員にかかる政令改止以外に iIJ等中等教11の康成 (遵hX課程の修士化)及び亡{-I;i(免状)のバチカン

との棉Tt経ZLEである｡

一部については､基本的には国民教育省の方針を支持 してきた大学長会汲 (CPU)も反対芯兄

を発明した (後述).その結果､各地の大学で抗誠教主会が開催されるとともに喜綜穀停止やス トラ

イキなどの行動も相次ぎ､それらの動きに改革を教育軽視と受け止めた学生団体も同調 した結果､

多くのキャンパスが閉鎖され､政令反射運動は全国的規模で広範に展r対されることとなった.

こうした反対運動の展FiElを前にして､政府は教員組合等との交渉を進めつつ政令案を数次にわ

たって見直 し､漸く2009年4月23El､政令第84･431号を改正する政令第2009-460号によって本

件は解決を見た｡既に教員採用 ･昇進についての改革は記述 しているので,以下,大草自由 ･rlt

任法及び政令第2009-460号から教員の職i‡及び教員評価について概要を記す｡

4-2-1 教員の職乗

数flの暇ff(obllgatlOnSdeserv-ce)については､従前政令で細かく定められていたものが

(教員-研究員の場合､捕殺128時間相当)､法令に準拠 して管理運営評鵠会が定めることに改

められた (LRU 第19条の教育法典 L 954-1粂関越)｡大学自由 ,fi任法のl娼迎規定を具体化 し

た政令改正秦に対 して大学長会談 (CPU)は､2009年1月5日､大紙筒宛の公F対‡i‡価26において

教ilの職安設定fi:]超を取り上げ､教Dの職務内容の変化 (特に遠隔教育の発達に伴 う変化)に対

応 した職TZの柔軟化は不可欠としつつも､政令改正案の基本的構想一研究水可約ミ低いとされる者

に教育を多く負担させる-が不安を燐っているとして､当該改革案に否定的な考えを示 した.

CPU は､かかる構想は教育活動を ｢制裁｣として教員に祝すものであって､大学の故も盟要な

活動である教育を軽視 しており､また､学問領域間や教育耽桂岡の相違を無視 して-綿の基鞭で

研究水準を評価して教ilの教育負担を増減 し､更に研究で低く評価された者から研究時間を奪 う

ことによってその水準を上げる可能性を失わせるものであると批判 した｡そして､それぞれの教

員が位かれた多様1割こ配慮 しつつ､大学と教員の関の個別の契約によって職fZの柔軟化を回るよ

うにすることを政肘に求めた｡他方､暇貝組合等は CPUの見解に同調しつつも､それに加えて

職ffの変RTが大学執行部の窓意に甚づいて行われることに鞄い懸念を示 した｡その結果､職群の

'RhI合を変更する際には本人のT司意が必要とされることが決められた｡

26lJCll.COuVC,tCauPres■dcnldclaRdpubl■quc-<Chro■11quCdu■1ccr-SMnrtO■1Cecda■1SleSL"l■､CFSlttS"｡この脊筒で取り上げられた Ⅰ.

たる始点は､教員-研究員にかかる政令改止以外に iIJ等中等削 壬の康成 (jiJl父課程の任士化)及び亡{-LL'L(免状)の′くチカン

との棉7T路ZLEである｡
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4-2-2.教員評価

国民教育省は､教員は昇進等の機会を除いて評価を受けることがないとしつつ､これまで反発

の強かった継続的な教員評価 (Dejean,2002)の導入を図った｡教員組合等は､かかる評価は

学問領域の相違等を無視 した単なる採点 ･順位付 (notation)であって､政令改正に反対する教

負-対抗するための ｢宣伝文句 (formuleslogan)｣ として政府は利用 しているとして強く反発

した (Beaud,2009)｡ 本件に関連 してサルコジ大統領は､2009年1月22日のテレビ放送で､｢幾

つかの領域では､同等の予算で､フランスの研究者は英国の研究者 と比較 して3-5割出版物が

少ない｣などと発言し､フランスの研究水準に懸念を表 し物議を醸したことが注 目される27｡こ

の発言に大学教員を始めとする研究者は激 しく反発 し､中でもフランス大学研究院 (IUF)に所

属する大学教員が連名で公開書簡28を大統領に提出し､かかる言動は受け入れ難いと述べて当該

発言を強く非難 した｡本件は､大統領が IUFの研究者等を昼食会に招聴するなどして融和を図

ったこと29などにより政令改正に決定的な影響を与えるまでには至らなかったものの､政府 と大

学教員間の相互不信を象徴する事件であった｡最終的には､各教員は4年毎に業績評価を受ける

こととなり､各大学は教員の職責や昇進等の決定の際にその評価結果を参酌することとされた｡

おわりに

フランスの大学教員にかかる制度は､同国の中央集権的な高等教育制度と公務員制度を反映し

て､極めて硬直的で全国一律の基準の下で運用されてきた｡その制度は､1968年の自律的大学

創設 (フォール法制定)以降､大学の自律性拡大が図られてきた中で､次第に大学の権限を拡大

する方向で改革がなされてきた｡ しかしながら､度重なる改革にも関わらず制度の根幹は殆 ど近

年まで維持 され､大幅な改革を見たのは2007年のサルコジエフイヨン政権発足以降のことであ

る｡

同政権下で制定された大学自由 ･責任法制定に伴 う教員制度改革の概要は上に述べた通 りであ

るが､教員-研究員制度にかかる改革案は2009年4月23目付の政令第2009-460号として公布 さ

れて漸 く解決を見たものの､教員組合のうち最大規模の SNESUp-FSUは国民教育省 との協議

を拒否 して最後まで反対姿勢を崩 さず30､今後の制度運用に不安材料を残すこととなった｡E.
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4-2-2 教員評価

国民教育省は､教員は昇進等の機会を除いて評価を受けることがないとしつつ､これまで反発

の強かった継続的な教員評価 (DeJean,2002)の導入を匡rった｡教員組合等は､かかる評価は

学問領域の相違等を無祝 した単なる採点 ･順位付 (notat10n)であって､政令改正に反対する教

flへ対抗するための ｢宣伝文句 (formuleslogan)｣として政府は利用 しているとして強く反発

した (Beaud,2009)｡本件に関連 してサルコジ大統領は､2009年1月22Elのテレビ放送で､｢敗

つかの領域では､同等の予節で､フランスの研究者は英国の研究者と比較 して3-5rBJJ出版物が

少ない｣などと発言 し､フランスの研究水利 こ懸念を来 し物議を願したことが注目される270こ

の発言に大学教員を始めとする研究者は激 しく反発 し､中でt)フランス大学研究院 (IUF)に所

属する大学教員が連名で公開平吉簡28を大紋額に提出し､かかる言動は受け入れ難いと述べて当該

発言を強く非難した｡本件は､大統領が TUFの研究者等を昼食会に招服するなどして融和を図

ったこと29などにより政令改正に決定的な影轡を与えるまでには至らなかったものの､政府と大

学数11問の相互不信を象徴する斬件であった｡股終的には､各教よりま4年伝に菜前評価を受ける

こととなり､各大学は教員の暇群や昇進等の決定の際にその評価結巣を参酌することとされたC

おわリに

フランスの大学教員にかかる制度は､同国の中央集権的なff)等教育制度と公務11制度を反映し

て､極めて硬直的で全国一律の益準の下で運用されてきた｡その制度は､ 1968年の自律的大学

創設 (フォール法制定)以降､大学の自律性拡大が区】られてきた中で､次第に大学の権限を拡大

する方向で改革がなされてきたO しかしながら､度重なる改革にも関わらず制度の根幹は殆ど近

年まで維持され､大幅な改革を見たのは2007年のサルコジ-フイヨン政権発足以降のことであ

る｡

同政権下で制定された大学自由 .群任法制定に伴 う教Ll制度改革の概要は上に述べた過りであ

るが､教員-研究fl制度にかかる改革案は2009年4月23El付の政令第2009-460号として公布さ

れて漸く解決を見たものの､教員組合のうち崩大規模の SNESUp-FSU は国民教育省との協冨投

を拒否 して応後まで反対姿勢をJilは ず30､今後の制度運用に不安材料を真実すこととなった｡E
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4-2-2 教員評価

国民教育省は.教flは昇進等の機会を除いて評価を受けることがないとしつつ､これまで反発

の強かった継続的な教員評価 (DeJean,2002)の導入をE囲った｡教fi組合等は､かかる評価は

学問領域の相速等を無祝 した単なる採点 ･順位付 (notatlOn)であって､政令改正に反対する教

Llへ対抗するための ｢宣伝文句 (formuleslogan)｣として政府は利用 しているとして強く反発

した (Beaud,2009)｡本件に関連 してサルコジ大統領は､2009年1月22日のテレビ放送で､｢幾

つかの飾域では､同等の予節で､フランスの研究者は英国の研究者と比較 して3-5割出版物が

少ない｣などと発言 し､フランスの研究水利 こ懸念を来 し物謎を願したことが注Elされる27｡こ

の発雷に大学教員を始めとする研兜者は激 しく反発 し､中でもフランス大学研究院 (IUF)に所

柄する大学教員が連名で'lUjW_宇冊28を大統領に提出 し､かかる言動は受け入れ難いと述べて当該

発言を強く非難したC本件は､大統領が IUFの研究者等を昼食会に招職するなどして融和を図

ったこと29などにより政令改正に決定的な影轡を与えるまでには至らなかったものの､政府と大

学数fiF糊の相互不信を象徴する糾 牛であった｡股終的には,各教Liは4年1rLに菜紡評価を受ける

こととなり.各大学は教員の暇ffや昇進等の決定の際にその評価結炎を参酌することとされた.

おわリに

フランスの大学教11にかかる制度は､同国の中央然様的なFf)等教育制度と公務Ll制度を反映し

て､極めて硬直的で全国一律の益畔の下で運用されてきた.その制度は､1968年の日経的大学

創設 (フォール法制定)以降､大学の自律性拡大がElられてきた中で､次第に大学の権限を拡大

する方向で改革がなされてきた｡ しかしながら､度重なる改革にも関わらず制度の根幹は殆ど近

年まで維持され､大幅な改革を見たのは2007年のサルコジ-フイヨン政権発足以降のことであ

る｡

同政権下で制定された大学自由 ･fi任法制定に伴 う敦Ll制度改革の概熱 ま上に述べた過りであ

るが.教員-研究fl制度にかかる改革案は2009年4月23日付の政令第2009-460号として公和さ

れて漸く解決を見たものの､教員組合のうち崩大規模の SNESUp-FSU は国民教育省との協談

を拒否 して応後まで反対姿勢をJ抗さず30､今後の制度運用に不安材料を残すこととなった｡E
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4-2-2 教員評価

国民教育省は,教flは昇進等の機会を除いて評価を受けることがないとしつつ､これまで反発

の強かった継続的な教員評価 (DeJean,2002)の導入を図った｡教fi組合等は､かかる評価は

学問領域の相違等を無祝 した単なる採点 ･順位付 (notatlOn)であって､政令改正に反対する教

Llへ対抗するための ｢宣伝文句 (folmuleslogan)｣として政府は利用しているとして強く反発

した (Beaud,2009)｡本件に関連 してサルコジ大統領は､2009年1月22日のテレビ放送で､｢幾

つかの飾域では､同等の予節で､7ランスの研究者は英国の研究者と比較 して3-5割Lu版物が

少ない｣などと発言 し､フランスの研究水利 こ懸念を来 し物故を願したことが注Elされる27｡こ

の発Igに大学教員を始めとする研究者は激 しく反発 し､中でもフランス大学研究l綻 (IUF)に所

柄する大学教員が連名で公開里芋簡28を大統領に提出し､かかる言動は受け入れ難いと述べて当該

発言を強く非難したC本件は､大統領が IUFの研究者等を昼食会に招服するなどして融和を囲

ったこと29などにより政令改正に決定的な影轡を与えるまでには至らなかったものの､政府と大

学数ilF糊の相互不信を象徴するTdi件であった｡股終的には,各教Liは4年応に菜紡評価を受ける

こととなり.各大学は教員の暇ffや昇進等の決定の際にその評価結光を参酌することとされた.

おわリに

フランスの大学教員にかかる制度は､同国の中央集権的なFf,等教育制度と公務Ll制度を反映し

て､極めて硬直的で全国一律の益畔の下で運用されてきた.その制度は､1968年の日経的大学

創設 (フォール法制定)以降､大学の自律性拡大が図られてきた中で､次第に大学の権限を拡大

する方向で改革がなされてきた｡ しかしながら､度重なる改革にも関わらず制度の根幹は殆ど近

年まで維持され､大幅な改革を見たのは2007年のサルコジ-フイヨン政権発足以降のことであ

る｡

同政権下で制定された大学自由 Ifi任法制定に伴 う教Ll制度改革の概要は上に述べた過りであ

るが.教員=研究fl制度にかかる改革案は2009年4月23日付の政令策2009-460号として公和さ

れて漸く解決を見たものの､教員組合のうち般大規模の SNESUp-FSUは国民教育省との協雷益

を拒否 して応後まで反対姿勢をJ荊さず30､今後の制度運用に不安材料を残すこととなった｡E
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フリー トベルク (前組織社会学研究所長)は､改革の方向は概ね適切としつつも､当事者-の協

議不足といった点において手続に大きな問題があったと述べている (Friedberg,2009)｡

それにも関わらず､改革が進められていることは､フランス国内の社会の変化のみならず､ボ

ローニヤ ･プロセス及びリスボン戦略の進展や高等教育の世界化を前にして､フランスの大学の

改革が避け難いものとなっていることの現れであろう｡同国の大学教員制度については､職責規

定や評価制度を始めとして､その要素の多くが世界的に見れば例外的になっている (Musselin,

2009)｡ しかしながら､この LRU の規定は妥協の産物であり､教員制度に係る改革は､教員 ･

学生等の強い反対を前にして徹底されなかったことも事実である｡ 例えば､大学評議会 (CNU)

による教員の資格審査は維持され､一部の学問領域については上級教員資格 (アグレガシオン)

はほぼ必須の要件のままであり､教員採用 ･昇進の判断を大学に全面的に委ねることにはならな

かった｡また､他方において､流動性を実効的に高めるために､博士号取得直後の学内での採用

禁止並びに准教授か ら教授-の学内昇進禁止を求めるべきであったとする見解が見 られる

(Cahierdel'ORSno7,septembre2007)｡

大学教員の資格については､学問領域を基礎 とする大学教授職が長期にわたって国民教育省 と

協働する形で大学評議会 (CNU)において審査を行い付与してきた｡その審査は､ほぼ排他的

に研究業績に基づくものである｡しかしながら､大学教授職 と機関 (執行部)の微妙な均衡に依

存する当該制度は､近年の機関自律性の拡大の下で､次第に大学教授職から機関-と重心を移 し､

国が付与する資格の重要性は低下する傾向にある｡しかし､こうした教員人事に関する機関の裁

量拡大には情実人事や流動性低下を促すといった懸念が表され､他方において更なる裁量拡大が

機関側から求められており､教授職 と機関の緊張関係が今後とも続くことは確実である｡

【参考文献】

石村雅雄 (1991) ｢フランスの大学の設置形態の分析一特徴ある公施設法人 (6tablissement

public)の法制度的検討-｣『京都大学教育学部紀要』第35号､165-176頁｡

大場淳 (2003)｢フランスの大学における管理運営の変遷 と自律性の発展一目本の国立大学の法

人化とフランスの契約政策の比較考察-｣『大学論集』第33集､37-56頁｡

大場淳 (2007)｢フランスの大学教員 と教授能力開発一教育改善のための一連の取組の中で-｣

有本章編 『FDの制度化と質的保証 〔前編〕 (高等教育研究叢書91)』広島大学高等教育研究

開発センター､81-105頁｡

大場淳 (2009)｢フランスにおける博士教育制度の改革-LMD 導入 と博士学院の整備をめぐっ

フリー ト-ルク (前組織社会学研究所長)は､改革の方向は概ね適切としつつも､当節者-の協

議不足といった点において手続に大きな聞越があったと述べている (Frledberg,2009)｡

それにも関わらず､改革が進められていることは､フランス国内の社会の変化のみならず､ボ

ロー二ヤ ･プロセス及び リスボン敬略の進展や苗等教育のLu:卯化を前に して､フランスの大学の

改革が避け難いものとなっていることの現れであろう.同国の大学教員制度については､職il規

定や評価制度を始めとして､その安楽の多くがtLr界的に見れば例外的になっている (Musselln,

2009). しかしながら､この LRU の規定は妥協の産物であり､教fl制度に係 る改革は､教13･

学生等の強い反対を前に して徹底 されなかったことも事実である｡例えば､大学評法会 (CNU)

による教員の資格審査は維持され､-部の学問領域については上級教員資格 (アグレガシオン)

はほぼ必客tの要件のままであり､教員採用 ･崩進の判断を大学に全面的に委ねることにはならな

かった｡また､他方において､流動性を実効的に高めるために､博士号取得直後の学内での採用

禁止並びに准教授か ら教授-の学内タt進禁止 を求めるべきであった とす る見解が見 られ る

(Cahlerdel'ORSno7,septembre2007)｡

大学数51の資格については､学rLE傾 城を基礎 とする大学教授職が長期にわたって国民教育省 と

協働する形で大学評誠会 (CNU)において審査を行い付与 してきた.その審査は､ほぼ排他的

に研究美校に基づくものである｡ しか しながら､大草教授職 と機関 (執行部)の微妙な均衡に依

存する当冨亥制度は､近年の機関自律性の拡大の下で､次第に大学教授職から機関へと重心を移 し､

国が付与する資格の盃変性は低下する傾向にある. しか し､こうした教11人三糾こ関する機関の殺
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フリー トベルク (前島臓 社会学研究所長)は､改革の方向は概ね適切としつつも､当ホ者-の協

識不足といった点において手続に大きな関越があったと述べている (Frledberg,2009)｡

それにも排1わらず､改革が進められていることは､フランス国内の社会の変化のみならず､ポ

ロ一二ヤ ･プロセス及びリスボン戦略の進展や高等教育のut界化を前にして､フランスの大草の

改革が避け煩いものとなっていることの現れであろう｡同国の大学教員制度については､職ff規

定や評価制度を始めとして､その姿索の多くがtLr界的に見れば例外的になっている (Musselln,

2009)｡ しかしながら､この LRU の規定は妥協の産物であり､教fl制度に係る改革は､教員 ･

学生等の強い反対を前にして徹底されなかったことも事実である｡例えば､大学評法会 (CNU)

による教員の資格審査は維持され､-部の学問領域については上級教員資格 (ア//レガシオン)

はほぼ必251の要件のままであり､教員採用 ･昇進のPJ断を大学に全面的に委ねることにはならな

かった｡また､他方において､流動性を実効的に高めるために､博士号取得直後の学内での採用

黙止並びに准教授から教授-の学内昇進禁止を求めるべきであったとする見解が見 られる

(Cahlerde】'ORSno7,septembre2007)｡
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′

cAemAewsdamsl'enselgnementSuPeTleurfTanCal'S.RapportauMinistredel'Education
● /●

nationale,Paris:MEN.

FriedbergE.(2009)Del'inertieinstitutionnelleal'incomp6tencedenosgouvernants.Le

Monde.16janvier.

Godechot0.& LouvetA.(2008)Lelocalismedanslemondeacad6mique:un essai

d'6valuation. 1aviedesidee.fr.

http://www.1aviedesidees.fr/Le-1ocalisme-dans-1e-monde.html(平成23年5月23日)
′′′

IGAENR =Ⅰnspection generaledel'Administration del'Education nationaleetdela

Recherche(2006)Accuel'1etwl'entatl'ondesnouveauxe'tudl'antsdamslesunl'veml'te'S.

Paris:MEN.

′′
IGAENR =Inspection generaledel'administration del'6ducation nationaleetdela

CNE=Comlt6natlOnald'6valuat10n(2005)Nout,eauxespaceSpoLII･nLLMVerSIEe'RBpportBu

pL･e'sldeJltdeJaRe'pubJJque2000-2004ParュsCNE

CornmlSSIOndesf)lnanCeS,del'6conomleg6n6raleetduplan(2006)RappoI.id'LDJToJ･matJODeD

coLIcJuslOD dostzTa1,auk deJaMLssJOn d'e'一raluatJoD etdecoDblaJe (MEG)SUTJa

gout,erJILuJCedesuDJt,erSJtelsdamsJecoJlteXtedeJBLOAFParlSAssemb16enatlOnale

CoulonA,EnnaraaR &PalVandlS(2004)DevenJJenSeLgnantdusupe'J･JeuIlL'Harmattan,

ParlS

CPU=Conf&encedesPr6sldentsd'UnlVerSlt6(2003)LeepeL･soDne/sdBDSJ'uDJVeL･SJte'du

XXIimesJさcleTexted'orlentatlOnadopt6ens占anceplent占rele19Juln2003 ParlS

Auteur

DeKeteleJ-M (2010)Lap6dagogleunlVerSltalre unCOurantenplelnd6veloppement

RevuelJlanralSedepe'dBgOgJe,172,5-13

DeJeanJ(2002)L'e'vRJuaEJOndeJ'eDSeLgneD7entdams/esLInlVeITSIte'srITaZ7raLSeSPartsHaut

Conselldel'Evaluat10ndel'Ecole

DGRH≡DlreCtlOng占n6raledesressourceshumalneS(2011)htudedelapyomotzon2011des
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